
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく医療措置協定締

結等関係事務取扱要領

第１章 総則

(趣旨)

第１条 この要領は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平

成 10 年法律第 114 号。以下「法」という。)第 36 条の３第１項の規定に基づく静

岡県(以下「県」という。)と医療機関との医療措置協定(以下「協定」という。)

の締結及び法第 38 条第２項の規定に基づく感染症指定医療機関の指定に関して、

法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義等）

第２条 この要領において「新興感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。

(1) 法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症

(2) 法第６条第８項に規定する指定感染症

(3) 法第６条第９項に規定する新感染症

２ この要領において「医療機関」とは、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに

保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令（昭和 32 年厚生省令第 13 号。以下

「保険医療省令」という。）第３条第１項の規定に基づく指定を受けた病院、診療

所、薬局及び健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 88 条第 1項に規定する指定

訪問看護事業者で、県内に所在するものをいう。

３ この要領において「協定指定医療機関」とは、法第６条第16項に規定する第一種

協定指定医療機関及び法第６条第17項に規定する第二種協定指定医療機関をいう。

４ この要領において「医療協定等措置」とは、新興感染症に係る発生等の公表が

行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間

において、医療機関が実施する法第 36 条の２第１項各号に掲げる措置であって、

新興感染症の発生後の当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構

築するための措置をいう。

５ この要領において「流行初期医療確保措置」とは、協定指定医療機関が法第 36

条の２第１項第１号又は第２号の医療協定等措置を講じたと認められる場合に、

当該措置実施日の属する月における診療報酬の額として政令で定めるところによ

り算定した額が、新興感染症に係る発生等の公表前の月の診療報酬の額として政

令で定めるところにより算定した額を下回った費用について、当該医療機関に支

給する措置をいう。



第２章 協定締結手続

(協定の当事者)

第３条 協定は、静岡県知事（以下「知事」という。）並びに医療機関の開設者及び

管理者がそれぞれ記名の上、締結する。ただし、押印は不要とする。

(協定締結医療機関の要件)

第４条 協定を締結する医療機関（以下「協定締結医療機関」という。）の要件は、

別表１のとおりとする。

(協定締結に係る協議)

第５条 法第 36 条の３第１項の規定に基づく協議は、県から医療機関に対して電磁

的方法等により依頼するものとする。

２ 前項の依頼を受けた医療機関は、確認書（様式第１号。以下「確認書」とい

う。）に協定締結に係る合意の可否及び必要事項を記載の上、電磁的方法等により

県に提出するものとする。

３ 県は、当該医療機関が協定締結に合意する場合は、次の各号に掲げる事項につ

いて精査し、必要がある場合は医療機関に記載内容を照会するものとする。

(1) 医療協定等措置のうち、いずれか一つ以上を実施すること。

(2) 第４条の要件を満たしていること。

４ 第２項の確認書により医療機関が協定締結に合意できない意思を示した場合

は、当該医療機関は法第 36 条の３第２項の協議に応じたものとする。

（流行初期医療確保措置の対象となる協定の協議）

第６条 流行初期医療確保措置に係る基準は別表２のとおりとする。

２ 県は、前条の協議に併せて、確認書により流行初期医療確保措置の対象となる

協定締結に係る当該医療機関の合意の可否を確認するものとする。

３ 県は、当該医療機関が流行初期医療確保措置の対象となる協定締結に合意する

場合は、別表２の基準の適合について確認書及びその関係資料を精査し、必要が

ある場合は医療機関に記載内容を照会するものとする。

(協定の締結)

第７条 県は、第５条の協議（流行初期医療確保措置の対象となる協定を併せて締

結する場合は第６条の協議を含む。）により医療機関との間で協定内容について合

意に至った場合は、当該医療機関と医療措置協定書（様式第２号。以下「協定

書」という。）により協定を締結し、電磁的方法等により協定書を送付するものと

する。

２ 県及び協定書の送付を受けた医療機関は、協定の締結を証するため、協定書を

適切に保有するものとする。



(協定の公表)

第８条 県は、法第 36 条の３第５項の規定に基づき、協定の内容を県ホームページ

において公表するものとする。

２ 県は、第９条及び第 10 条の規定により協定内容の変更等があった場合は、県ホ

ームページの公表内容を更新するものとする。

(協定内容の変更)

第９条 協定締結医療機関は、協定の内容に変更が生じた場合は協定変更申出書

（様式第３号）により、県に協定内容の変更を申し出るものとする。

２ 県は、前項の規定により協定内容の変更の申出を受けた場合は、内容を確認の

上、県と当該医療機関との協定を変更するものとする。

(協定の有効期間)

第 10 条 協定締結医療機関が保険医療省令又は健康保険法に基づき廃止に係る届出

を提出したこと、指定の辞退に係る申出をしたこと又は指定の取消しを受けたこ

とを県が把握したときは、当該廃止日、辞退日又は取消日を協定の有効期間の満

了日とする。

第３章 公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の

提供の義務等

(公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院に対する通知)

第 11 条 県は、医療機関との間で協定内容の合意に至った場合で、かつ当該医療機

関が、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第７条の２第１項各号に掲げる者が開設

する医療機関、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構及

び国その他の法人が開設する医療機関であって厚生労働省令で定めるもの（以下

「公的医療機関等」という。）並びに地域医療支援病院及び特定機能病院である場

合は、医療協定等措置のうち当該医療機関が実施すべきもの等について通知を行

うものとする。ただし、当該公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機

能病院の機能・役割や所在する地域における医療提供体制を考慮し、通知をしな

い場合がある。

第４章 協定指定医療機関の指定手続等

(協定指定医療機関の指定)

第 12 条 協定指定医療機関の指定に必要な開設者の同意は、第５条の規定により提

出される確認書により確認するものとする。

２ 協定指定医療機関の指定に係る基準は別表３のとおりとし、県は、当該基準の

適合について確認するものとする。



３ 県は、第１項の開設者の同意があり、かつ前項の指定の基準を満たしていると

認められる医療機関について、新興感染症の所見があるものを入院させ、必要な

医療を提供する医療機関を第一種協定指定医療機関に、法第 44 条の３の２第１項

（法第 44 条の９第１項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。）又

は法第 50 条の３第１項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関を第二種

協定指定医療機関に指定するものとする。

４ 県は、前項の規定により協定指定医療機関を指定した場合は、当該医療機関の開

設者に対して、協定指定医療機関指定書（様式第４号）を電磁的方法等により通知

するものとする。

（指定の辞退）

第 13 条 協定指定医療機関は、法第 38 条第 10 項の規定に基づき指定の辞退を届け

出る場合は、協定指定医療機関指定辞退届（様式第５号。以下「辞退届」とい

う。）によるものとする。

２ 県は、前項の辞退届が提出された場合は、協定指定医療機関の指定を解除する

ものとし、協定指定医療機関の指定解除通知書（様式第６号）により通知するも

のとする。

３ 前項の規定により協定指定医療機関の指定を解除された医療機関は、第９条の

規定に基づく協定内容の変更手続を併せて行うものとする。

４ 第 10 条の規定により協定の有効期間が満了となった医療機関に係る協定指定医

療機関の指定については、第１項の届出があったものとみなす。

(協定指定医療機関の指定の取消し)

第 14 条 県は、法第 38 条第 11 項の規定により協定指定医療機関の指定を取り消す

場合は、当該医療機関の開設者に対して、協定指定医療機関指定取消通知書（様

式第７号）により通知するものとする。

(その他)

第 15 条 この要領に定めるもののほか、協定の締結等に関して必要な事項は、別に

定めるものとする。

附則

（施行期日）

１ この要領は、令和６年３月６日から施行する。

２ この要領に定める事務手続は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第 96 号。以下「改正法」とい

う。）附則第 10 条の規定により、改正法の施行日前に行うことができる。

３ 前項の規定により行われた手続は、施行日において法第 36 条の３第１項の規定

により行われたものとみなす。

附則

（施行期日）



この要領は、令和 年 月 日から施行する。



別表１（第４条関係）

協定締結医療機関の要件

（※）「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和５年３月31日付け

医政地発0331第 14号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）」で示された

新興感染症発生・まん延時における医療提供体制に求められる医療機能に基づく

医療協定等措置の区分 内容（※）

病床の確保

（法第 36 条の２

第１項第１号）

・確保している病床において、酸素投与及び呼吸モニタリン

グが可能で、県からの要請後速やかに（２週間以内を目途

に）即応病床化すること。

・関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考

に、院内感染対策（ゾーニング、換気、個人防護具の着脱

等を含む研修・訓練等）を適切に実施し、入院医療を行う

こと。

発熱外来

（法第 36 条の２

第１項第２号）

・発熱患者等専用の診察室（時間的・空間的分離を行い、プ

レハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む。）を

設けた上で、予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知

し、又は地域の医療機関等と情報共有して、発熱患者等を

受け入れる体制を有すること。

・関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考

に、院内感染対策（ゾーニング、換気、個人防護具の着脱

等を含む研修・訓練等）を適切に実施し、発熱外来を行う

こと。

自宅療養者等への

医療の提供及び健

康観察

（法第 36 条の２

第１項第３号）

・病院、診療所、薬局、訪問看護事業所は、必要に応じ各関

係機関と連携しながら、外来診療、往診、電話・オンライ

ン診療、訪問看護又は医薬品対応等を行うこと。

・自宅療養者等が症状悪化した場合に入院医療機関等へ適切

に引き継ぐこと。

・関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、

感染対策（ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研

修・訓練等）を適切に実施し、医療の提供を行うこと。

後方支援

（法第 36 条の２

第１項第４号）

・通常医療の確保のため、特に流行初期の感染症患者以外の

患者の受入や感染症から回復後に入院が必要な患者の転院

の受入を行うこと。

・県医師会、県病院協会等と連携した上で、感染症患者以外

の受入を進めること。

医療人材派遣

（法第 36 条の２

第１項第５号）

・自医療機関の医療従事者への訓練・研修等を通じ、対応能

力を高めること。



別表２（第６条関係）

流行初期医療確保措置の基準

（※）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成 10

年厚生労働省令第 99 号)第 19 条の７に基づく

医療協定等措置の区分 内容（※）

病床の確保

（法第 36 条の２

第１項第１号）

・新興感染症発生の公表後、知事の要請後原則７日以内に措

置を実施すること。

・流行初期から、入院措置を実施するために確保する病床数

が 10 床以上であること。

・後方支援を行う医療機関との連携を行うなど、入院措置を

適切に実施するために必要な体制を構築していること。

発熱外来

（法第 36 条の２

第１項第２号）

・新興感染症発生の公表後、知事の要請後原則７日以内に措

置を実施すること。

・流行初期から、発熱外来の開設時において１日当たり 20 人

以上の新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の

疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足

りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑

われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足

りる正当な理由のある者の診療を行うために必要な体制を

構築していること。



別表３（第 12 条関係）

協定指定医療機関の指定基準

（※）「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 38 条第２項の
規定に基づく厚生労働大臣の定める感染症指定医療機関の基準(平成 11 年厚生
省告示第 43 号)」第３から第４の４

指定区分 内容（※）

第一種協定指定
医療機関

・当該医療機関に所属する者に対し、最新の知見に基づく適切な感染の防

止のための措置その他必要な措置を実施することが可能であること。

・当該医療機関の感染症の患者が他の患者等と可能な限り接触することなく

当該患者を診察することができることその他医療機関における院内感染対

策を適切に実施しながら、必要な医療を提供することが可能であること。

・新興感染症発生等公表期間において、知事の要請を受け、通知(法第 36

条の２第１項の規定による通知をいう。以下同じ。)又は協定の内容に

応じ、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新

感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する体制が整っ

ていると認められること。

第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関

法第 36 条の２第

１項第２号に掲

げる措置を実施

するもの

・当該医療機関に所属する者に対し、最新の知見に基づく適切な感染の防

止のための措置その他必要な措置を実施することが可能であること。

・当該医療機関を受診する者が、他の当該医療機関を受診する者と可能

な限り接触することなく当該受診する者を診察することができること

その他医療機関における院内感染対策を適切に実施しながら、外来医

療を提供することが可能であること。

・新興感染症発生等公表期間において、知事の要請を受け、通知又は協

定の内容に応じ、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の

疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な

理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該

新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を

行う体制が整っていると認められること。

病院又は診療所

であって、法第 36

条の２第１項第

３号に掲げる措

置を実施するも

の

・当該医療機関に所属する者に対し、最新の知見に基づく適切な感染の防

止のための措置その他必要な措置を実施することが可能であること。

・新興感染症発生等公表期間において、知事の要請を受け、通知又は協定の

内容に応じ、オンライン診療その他の法第44条の３第２項（法第44条の

９第１項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。）又は法第

50条の３第１項の厚生労働省令で定める医療（以下「外出自粛対象者に

対する医療」という。）を提供する体制が整っていると認められること。

薬局であって、法

第 36 条の２第１

項第３号に掲げ

る措置を実施す

るもの

・当該薬局に所属する者に対し、最新の知見に基づく適切な感染の防止

のための措置その他必要な措置を実施することが可能であること。

・新興感染症発生等公表期間において、知事の要請を受け、通知又は協

定の内容に応じ、外出自粛対象者に対する医療として調剤等を行う体

制が整っていると認められること。

指定訪問看護事

業者であって、法

第 36 条の２第１

項第３号に掲げ

る措置を実施す

るもの

・当該指定訪問看護事業者に所属する者に対し、最新の知見に基づく適

切な感染の防止のための措置その他必要な措置を実施することが可能

であること。

・新興感染症発生等公表期間において、知事の要請を受け、通知又は協

定の内容に応じ、外出自粛対象者に対する医療として訪問看護を行う

体制が整っていると認められること。



様式第１号（日本産業規格Ａ４縦型）（第５条関係）















様式第２号（日本産業規格Ａ４縦型）（第７条関係）















様式第３号（日本産業規格Ａ４縦型）（第９条関係）

年 月 日

静岡県知事 様

医療機関名

管理者名

協定変更申出書

年 月 日付で締結した協定について、内容を変更したいので、以下のとおり

申し出ます。

１ 協定締結した医療機関名等

医療機関名：

医療機関住所：

２ 変更日

年 月 日

３ 変更内容

【問合せ先】

変更事項

□ 法人名、住所

□ 医療機関名、住所

□ 実施内容

□ その他

変更前

変更後

担当者氏名

電話番号



様式第４号（日本産業規格Ａ４縦型）（第 12 条関係）

第 号

年 月 日

所在地

開設者

静岡県知事

第一種
協定指定医療機関指定書

第二種

法第 38 条第２項の規定に基づき、下記のとおり協定指定医療機関に指定したので

通知します。

記

１ 指定医療機関

名称

所在地

指定年月日

２ 内容

協定書別紙のとおり

担 当：

電話番号：



様式第５号（日本産業規格Ａ４縦型）（第 13 条関係）

年 月 日

静岡県知事 様

協定指定医療機関
医療機関の所在地
医療機関の名称

医療機関の開設者
住 所
氏 名

（法人にあっては主たる事務所の所在地、法人

の名称及び代表者の職氏名）

第一種

協定指定医療機関指定辞退届

第二種

以下のとおり、法第 38 条第２項の規定による第 種協定指定医療機関としての指

定を辞退したいので、法第 38 条第 10 項の規定に基づき届け出ます。

【問合せ先】

担当者氏名

電話番号

辞退理由

指定辞退年月日 年 月 日



様式第６号（日本産業規格Ａ４縦型）（第 13 条関係）

年 月 日

医療機関の開設者 様

静岡県知事

第一種

協定指定医療機関の指定解除通知書
第二種

下記のとおり法第 38 条第２項の規定に基づく第 種協定指定医療機関の指定を解

除します。

記

担 当：

電話番号：

医療機関
所在地

名 称

解除事由

解除年月日 年 月 日



様式第７号（日本産業規格Ａ４縦型）（第 14 条関係）

年 月 日

医療機関の開設者 様

静岡県知事

第一種

協定指定医療機関指定取消通知書
第二種

法第 38 条第 11 項の規定に基づき、下記のとおり第 種協定指定医療機関の指定

を取り消します。

記

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して
３か月以内に、静岡県知事に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があ
ったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日から
起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内
に、静岡県を被告として（訴訟において静岡県を代表する者は静岡県知事となります。）、
処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日
の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過
すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。
ただし、上記１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知っ
た日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

担 当：

電話番号：

医療機関
所在地

名 称

取消事由

取消年月日 年 月 日


